
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊当院でのご相談やお問い合わせは、 

地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー 

でお受けしております。 

 

   病 院 名：独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター 

   住 所：札幌市西区山の手 5 条 7 丁目 1-1 

相談時間：月曜日～金曜日 9 時～17 時 

電 話：011-611-8111(病院代表) 

内線(1000・1121・1122・1119 まで) 
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国立病院機構 北海道医療センター 

地域医療連携室 

 

 

 

 



 

☆地域支援事業 

 

札幌市独自の事業で配食サービスがあります 

 

対象者 ：原則６５歳以上のひとり暮らしの方で、高齢者や病気などで体が弱

く日常的に食事の調理が困難な方 

利用料 ：１食あたり５００円 

内 容  ：月曜日から土曜日の週６日（ただし祝日及び年末を除く） 

      夕食のみ 

      ※お届け時、お声をかけて安否確認を行います 

 

       お住まいの区の区役所保健福祉課 

 

その他、自費のサービスとして以下もございます 

 

☆配食サービス（実費負担） 

 

これは高齢者や障害者に対しご自宅に食事をお届けするサービスです 

 

各会社で費用負担・食事内容は異なりますが、一般食のほか特別食（カロリ

ー制限食や塩分制限食など）に対応できるところもあります配食時に安否確認

を行い、必要時には医療機関へ連絡を行います 

費用の目安 １食 500円～ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

申し込み先 

 

Q 外出することが多いし手渡しで受け取れないことが多いん

だけどそういう時は玄関先に置いてもらうことはできる

の？ 

A 配食サービスは安否確認の意味合いを含んでいますので

手渡しが基本になります 

。 

Q 配食サービスの事業者はどこにあるのかしら？情報はど

こで教えてもらえるの？ 

A 札幌市の支援事業の場合、特定の業者がありますので 

担当ケアマネージャーか住まいの区役所の保健福祉課

にお問い合わせ頂くか、当院地域医療連携室にお尋ねく

ださい 


